
地域ふれあい助成事業 

地域の中で見守りや助け合い活動、繋がりづくりのため、住民が主体となり訪問活動や居場

所づくりなどの事業を実施するきっかけとなることを目的とした助成事業です。 

 

（１）対象団体 

新潟市南区 自治会・町内会、地域コミュニティ協議会 

 

（２）事業例 

①見守り活動（声かけ、訪問など） 

②住民同士の助け合い活動（ゴミ出し支援、通院支援、除雪支援など） 

③地域の居場所の開催（地域の茶の間、こども食堂など） 

 

（３）助成条件 

①地域住民に広く周知し、実施すること 

 

（４）助成の制限 

①助成対象経費 

 事業費全般 

 ・アルコール類、事前事後の打合せに係る費用は対象外です。 

 

②助成額の上限 

 10,000 円（年度内１回のみ） 

 ・ただし、別事業での申請は可能です。ご相談ください。 

 

③助成回数の上限 

 事業開始から２年目まで 

 

 

 

 

 



（５）申請・報告手続きの流れ 

＜事業実施前＞ 

 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業実施後＞ 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

②審査 

①相談・申請 

南区社会福祉協議会へ実施事業について相談のうえ、 

以下の書類を提出 

（１）助成申請書 様式１ 

（２）助成金振込先の通帳の写し（表紙、表紙１枚目のページ） 

提出書類を確認した後、申請内容を審査します。 

③通知 

審査後、助成の可否について郵送で通知します。 

助成が決定した場合は、助成金振込日も合わせてお知らせします。 

④振込 

通知でお知らせした日に、指定された口座に助成金を振り込みます。 

⑤報告 

南区社会福祉協議会へ以下の書類を提出 

（１）報告書 様式２ 

（２）事業実施の様子がわかる資料（開催チラシや写真など） 

（３）助成対象経費分の領収書 

提出書類を確認した後、事業内容を審査します。 

⑥確認 

⑦通知 

実績報告書に基づいた助成金額が、申請額に満たなかった場合、 

差額を返金していただきます。 

審査後、助成金の返金が生じる場合は郵送で通知します。 

⑧返金 
助成金の返金が生じた場合、 

通知書に記載された口座に振り込みください。 


